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１ 概  要 

    今般、金融機関においては、マイナス金利の現況下による収益力の低下や人口減少による地

域経済の縮小等、取り巻く環境が大きく変化している状況であり、総務省においては、指定金融

機関等に取扱わせている公金収納等事務について、適正な経費負担を図るよう地方公共団体あ

てに技術的助言がされているところである。（参考資料１参照） 

このような中、長崎市の指定金融機関である㈱十八親和銀行から、事務の手間及びコストがか

かる金融機関窓口において納付書により公金を収納する事務（窓口収納事務）について、これま

で無料としていたものの事務負担が年々重くなってきたため、当該業務の一部コストを手数料とし

て負担してほしい旨の要望があり、その単価は、全国統一制度である地方税統一 QR コード（※）

による収納手数料と同額の、納付書１件当たり３６．３円（税込）としたいとのことであった。 

長崎市においては、金融機関を取り巻く現状を鑑み、また、納付書１件当たり単価について妥

当性を検証し、令和５年４月から窓口収納手数料を負担しようとするもの。 

 
※地方税統一ＱＲコード・・・固定資産税等地方税について、納付書に全国統一ＱＲコードを付すことで、

パソコンやスマートフォンによりキャッシュレスで２４時間３６５日どこからでも支払いが可能となるもの。
また、指定金融機関等に限らず全国の金融機関で支払可能となる。手数料については、地方公共団
体から地方税共同機構に対して、年度分を一括して支払うこととなる。 

 

２ 事業内容  

⑴ 積算根拠 

 １件当たり３６．３円×指定金融機関等における R５年度窓口収納見込件数６７７，６５１件 

 （窓口収納が見込まれる総件数から地方税統一ＱＲコード分の件数を除いた件数） 

 

⑵ 単価について 

指定金融機関等の窓口収納に係るコストとして、最低限かかると考えられる人件費について

本市で積算したところ、納付書１件当たり７１．１０円となり、要望のあった単価と比較しても安価

であり適正であると思慮される。 

 

 

 

 

 

予 算 説 明 書 
事  業  名 予 算 額 

ページ 款 項 目 番号 

 
 
112～115 

2 
 

総務費 

１ 
 

総務管理費 

5 
 

会計管理費 1-1 
会計管理費事務費 

（うち窓口収納手数料分） 

千円 

 

２４，５９９ 
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（積算内容） 

 ・最低でも窓口のある店舗の職員２人が従事（窓口職員及び役席者） 

 ・１人１件当たりの処理時間は５７．５秒（指定金融機関による算定値） 

   窓口職員(事務補助ベース、諸手当、社会保険料を含む) 

１分当たりコスト２２．８８円×５７．５秒/６０秒＝１件当たりコスト２１．９２円① 

   役席者（一般事務（OA 機器操作主体）、諸手当、社会保険料を含む) 

１分当たりコスト５１．３２円×５７．５秒/６０秒＝１件当たりコスト４９．１８円② 

   ①＋②＝７１．１０円   

 

⑶ 一般社団法人全国銀行協会調査による全国の金融機関の窓口収納に関するコスト 

     平均値 ４０１．３９円、中央値２９６．８０円（参考資料２参照） 

   

⑷ 他都市の状況について 

ア 長崎県内  すべての自治体が R５年度から３６．３円 

イ 県外中核市 

  （回答のあった５０市における R５年度当初予算計上の状況） 

区       分 都市数 備  考 

有料として計上（予定） １８市 

単価は２．２円～３６．３円 う
ち 

無料→R５から有料化 ２市 

従来から有料→R５から増額 ３市 

 
※ 手数料の有料化又は増額を指定金融機関等から要望されている市は３９市 

 
 

３ 財源内訳 

事  業  費 
財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 地方債 その他※ 一般財源 

千円 

２４，５９９ 

千円 

－  

千円 

－  

千円 

－  

     千円 

９，４９０  

千円 

１５，１０９  

※その他財源は、特別会計からの徴収等事務費負担金 
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（略）
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参考資料２
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